
令和 6 年度第 1 回立川市第 3 次発達支援計画策定検討委員会議事録 

 

開催日時 令和 6 年 7 月 18 日（木曜日）午後 6 時～午後 8 時          

開催場所 立川市役所  208・209 会議室 

出席者 ［委員］星山麻木、中山 雅和、黒葛 真理子、金子 幹広、野口 陽央、 

宮田章子、杉山 浩規、吉田  志保里、木山  美穂、小田部 翔太、瓦田  尚 

   ［関係課長］髙橋周（教育支援課長）  

   ［事務局］矢ノ口美穂（子ども家庭部長）、守屋雅章（子ども家庭支援センター長） 

配布資料  

1. 立川市第 3 次発達支援計画策定検討委員会設置要綱  

2. 委員名簿と開催日程  

3. 計画の位置づけ  

4. 立川市の発達支援を取り巻く状況  

5. 第 2 次発達支援計画の進捗状況  

6. 第 3 次発達支援計画 策定スケジュール  

【冊子】   

1. 立川市第 2 次発達支援計画  

2. 立川市第 3 次特別支援教育実施計画  

3. 立川市第 7 期障害福祉計画・第 3 期障害児福祉計画  

4. 立川市子育て応援ブック「Ｈｉ（はい）ちーず」  

 

会議録 

1．  開会 子ども家庭部長挨拶  

2．  委員辞令交付  

3．  委員自己紹介  

4．  委員長及び副委員長選任  

   委員長に星山委員、副委員長に中山委員が選任された。以後、司会は委員長により  

   進行。  

5．  本計画について、第 3 次発達支援計画の検討について説明と意見交換  

（委員長）では、今日は第 1 回ということなので、早速進行させていただきたいと思いま

す。たくさん資料をご準備いただいたかと思いますので、説明を事務局からお

願いしたいと思います。  

（事務局）では、次第の 5 番、本計画についてでございます。(1)から (5)までございますけ

れども、大きく分けまして、(1)から (3)、3 つの項目につきましては、これまで

の取組でございます。(4)、(5)につきましては、これから策定するというような

ことについて説明をさせていただきます。  

     一括で説明ですと長いので、これまでの取組 (1)から (3)まで、途中で切りまして、

そこでまた皆様からのご意見、ご質問等いただければと思っております。後半

につきましては、 (4)、 (5)を一括でご説明をさせていただければと思います。  

     まず、 (1)計画の位置づけでございます。資料番号 3 番をご覧ください。  



 立川市では様々な計画を策定いたしまして、計画的に施策や事業を展開してい

るところでございます。立川市の最上位計画につきましては、第 4 次長期総合

計画という、現在は後期計画の最終年に当たります。第 5 次長期総合計画の前

期基本計画につきましては、令和 7 年から 11 年度までの 5 か年計画でござい

まして、こちらのほうを現在策定ということで進めているところでございます。 

     立川市の基本計画の下位計画となりますぶら下がりの計画が多岐にわたってお

りまして、ざっと数えて 62 の個別計画から成っております。上位計画の第 5 次

長期総合計画、第 4 次の長期総合計画の方向性と向かう方向は同一とさせてい

ただいて、内容の整合性を図りながら進めているところでございます。  

     多くの個別計画につきましては、上位計画のこの長期総合計画と同じ 5 か年計

画ということで、第 3 次発達支援計画につきましても、令和 7 年からの 5 か年

の計画を予定しているところでございます。  

     幾つか発達支援計画と関連の深い計画につきましてご紹介をさせていただけれ

ばと思います。  

     個別計画、複数ある中で、やや理念的な、発達支援からすると上位計画に当た

るような計画が夢育て・たちかわ子ども 21 プランでございます。こちらは、子

どもに関する総合的な計画という位置づけでございます。より具体的な行動計

画といたしましては、障害者計画ですとか、参考までにお配りをしております

障害福祉計画・障害児福祉計画、また、特別支援教育実施計画などがあります。  

     ここで申し上げたいのが、まだまだ個別計画がございますので、皆様から活発

な多岐にわたる意見はいただきたいですけれども、障害に関する特化した計画

は別途ございますし、隣におります教育支援課が策定をしております特別支援

教育実施計画につきましては、学校生活における特別支援の計画が策定をされ

ておりますので、皆様のほうでいろいろと今回策定に当たってご尽力いただく

発達支援計画につきましては、特に発達に配慮や支援が必要な子どもを対象と

する計画ということでご理解いただければと思います。  

     とはいいましても、例えば、法定で策定が義務づけられている、介護保険の計

画ですとか、そういった法定の計画ではないので、発達支援計画は割と自由な

枠組みの中で議論を交わしていただいて、割と自由度が高い計画でございます

ので、ぜひ皆様から忌憚のないご意見等いただければと思っております。資料

3、計画の位置づけにつきましては以上でございます。  

     続きまして、資料の 4 です。  

     立川市の発達支援を取り巻く状況でございますけれども、ホチキス止めの資料

のまず第 1 節、本市の人口でございます。  

     令和 6 年 1 月 1 日時点の立川市の総人口は 18 万 5,825 人でございます。今か

ら 5 年前の平成 31 年につきましては 18 万 3,822 人、今後の将来予想で 5 年

後、令和 11 年につきましては 18 万 6,325 人という推移となっておりまして、

およそ 10 年間の中で 2,500 人、人口が増えるということが見込まれておりま

す。多くの自治体につきましては人口が減少しているという状況ですけれども、

立川市におきましては、やや微増という状況です。  



     一方で、0 歳から 14 歳に焦点を絞って見てみますと、現在 2 万 1,194 人が令和

6 年でございます。5 年前の 2 万 2,425 人、5 年後の 2 万 185 人、この 10 年間

の推移につきましては 2,000 人減少が見込まれております。人口が若干増える

一方で、小さいお子さんの人口が減っていくと。立川市につきましても非常に

少子化が顕著になっているという状況でございます。  

     続きまして、2 番の乳幼児人口ですけれども、少子化の影響で未就学児が減少

しており、特に分かりやすいのが表の一番下が 0 歳児になっておりますけれど

も、平成 31 年につきましては 1,413 人の 0 歳児がおりましたけれども、令和

5 年につきましては 1,123 人と非常に減少が見て取れるかと思います。  

     続きまして、2 ページでございます。本市の子育て施策、数ありますけれども、

基本的なところ、保育園の入園児数、こちらにつきましてはやや微減、横ばい

からやや減っている状況でございます。一方で、幼稚園のほうは減少が続いて

いる状況となってございます。  

     続きまして、3 ページです。発達相談件数の、まず発達相談につきましては、

近年、相談件数は増加傾向にあったんですけれども、平成 31 年度から推移を

見てみますと横ばい、または減少傾向が見られます。令和 5 年でガクッと減っ

ている状況の理由は何かなと分析はしていますけれども、なかなかこれだとい

う理由が実は見つかっておりませんで、今年度の令和 6 年度の状況を非常に注

視はしていますが、まだ正確な分析ではないのですが、やはり保護者の方が相

談につながるお子さんの年齢が低年齢化しているということがあって、市の発

達相談に、小さい頃にかかって、あとは市内の児童発達支援につながったりだ

とか、そういったことで若干件数が落ちているのかもしれないなというふうに

見ております。  

     続きまして、5 歳児相談でございます。5 歳児におきましては、集団生活を通し

てコミュニケーション能力、また社会性が豊かに育つ時期の相談でございます

けれども、コロナ禍におきましては若干相談件数減りましたが、ここに来てや

や数字のほうは持ち直してきているという状況でございます。保育園、幼稚園

に訪問、巡回をして相談を受ける巡回保育相談につきましては横ばいの状況と

なっております。  

     4 番、発達支援親子グループ事業の実施回数でございます。こちらのほう、グ

ループ事業につきましては、福祉サービスを受けるための受給者証が必要ござ

いませんので、非常にハードルが低く気軽に参加できる事業となっております。

最近では、子どもの年齢に応じて複数のグループ分けをしておりますけれども、

特に参加者の低年齢化が進んでおりまして、令和 5 年度からは体験グループ、

1、2 歳を対象とした「りすグループ」を始めたところでございます。  

     続きまして、4 ページです。こちらは、市の健康推進課が実施している事業で

ございますけれども、3 歳児経過観察（心理相談）の利用者数ということで、

こちらは 3 歳児健診の結果、言葉の遅れや心理面で経過観察が必要とされた幼

児を対象に心理相談のほうを保護者に実施しております。近年はやはり少子化

の影響で数字が落ち込んでいる状況も見て取れますけれども、次の 6 番の項目、



2 歳児すこやか相談の利用者数をご覧いただければ、こちらは 1 歳 6 か月児健

診のときの心理相談でございますけれども、こちらにつきましては横ばいの状

況でございますので、やはり発達の課題の早期発見、早期対応が進んでいるの

かなといった分析をしているところでございます。  

     7 番、ドリーム学園です。市の直営で 2 歳から就学前のお子さんを対象に週 5 

日、通所による療育を行っており、定員は 25 名でございます。  

     続きまして、5 ページです。就学・転学相談の件数でございます。  

     やはり就学相談、転学相談につきましては、年々増加傾向にございます。私ど

も、子ども家庭支援センターと途切れのない支援の実現に向けまして、現在、

同じフロアで隣の教育支援課と連携を取りながら発達支援係でお子様を適切

に就学支援につなぐような取組を行っているところでございます。  

     それから、就学支援シートの提出件数も増加傾向にありまして、こちらは保護

者が幼稚園、保育園、その他専門機関の方と協力をして作成するもので、就学

する小学校に引き継ぐためのツールでございます。現在は 6 人に 1 人のお子さ

んの保護者が提出をしているという状況でございます。  

教育相談の件数でございますけれども、こちらは若干増加傾向に見られますが、

こちらは必ずしも発達の相談ということではなくて、教育に関する全般的な相

談を受けているという状況でございます。  

     最後、6 ページです。第 3 節、児童発達支援センターの設置ということで、子

ども家庭支援センターの隣に現在建設中の複合施設、愛称が「はぐくるりん」

で、来年度から開設する予定でございますけれども、その中に児童発達支援セ

ンターを直営で設置しようと現在計画をしているところです。  

     児童発達支援センターにつきましては、大きく、相談事業、療育事業、家族支

援、地域支援の 4 つの柱で運営をしていく予定でなっております。現在の取組

は継続しつつ、新たな新規事業として③家族支援の（ア）保育所等訪問支援事

業につきましても市の直営で実施をしていく予定となっております。  

     なお、それぞれの取組については、多かれ少なかれ取り組んでいるところでは

ございますけれども、まだまだ充実が必要というような認識でございます。  

     以上が立川市の発達支援を取り組む状況でございます。  

     続けてよければ、次の (3)計画の進捗状況に進もうかと思いますが、いかがでし

ょうか。  

（委員長）皆さん、続けていただいて大丈夫ですか。では、お願いします。  

（事務局）では、資料 5 をご覧ください。  

     現計画であります第 2 次発達支援計画の進捗状況でございます。  

     先ほど皆様にもご覧いただきました 8 つの機能、こちらにぶら下がる形で 68

の取組項目を設けてございます。今ご紹介をさせていただくのは令和 4 年度の

取組の進捗状況の振り返りでございます。現在、令和 5 年度の実績について、

振り返りにつきましては取りまとめ中でございますので、取りまとめが終わり

次第、改めてお示しができればと考えております。大変申し訳ないですけれど

も、今日ご紹介をするのは令和 4 年度時点の振り返りということでご承知おき



いただければと思います。  

     説明に入る前に、この表の見方のご説明をさせていただきたいんですけれども、

取組の機能の 1 つ目、相談機能でございますけれども、こちらには取組項目が

12、ぶら下がっております。それぞれの項目を評価するために、ａが実施中、

ｂが実施に向けて検討中、ⅽが検討中、ｄが未実施、ｅがその他という形で評

価をしております。  

     少し具体的に見ていただければと思いますが、取組項目の番号 1 番、乳幼児健

診後の心理相談でございます。先ほどご案内しました 3 歳児健診ですとか、1

歳半健診のときの心理相談でございますけれども、こちら、担当しております

のは健康推進課という部署が 1 か所で担当しております。ａのところに 1 とな

っておりますので、健康推進課はこの事業に対して実施中であるということで、

1 の項目につきましてはａに 1 が入っていると。実施中、健康推進課が実施し

ているというふうに見ていただければと思います。  

     1 が続きますけれども、項目番号が 5 番、就学相談及び子ども家庭支援センタ

ーとの連携、こちらにつきましては、ａに 2 という数字が入っておりますけれ

ども、この取組は子ども家庭支援センターと教育支援課の 2 つの部署が取り組

んでおりまして、それぞれが実施中であるということでａに 2 となっておりま

す。  

     また、今後、本委員会の中で計画を見ていただく中でお感じになるかもしれま

せんが、この 68 の取組は文の末尾が検討するとか、何々に努めるとか、そうい

う表現になっておりまして、なかなか曖昧な、いわゆるどこまで到達したかと

いうのが見えにくくて、今回評価をしておるところは実施できたか、できなか

ったか、または検討中かということで到達度がなかなか見えにくいというとこ

ろが一つ課題だなとは思っているところですので、第 3 次の計画ではその辺少

し違うやり方ができれば、より評価が正確にしやすいのかなと感じているとこ

ろではございますけれども、また、今後の本委員会の中で皆様からご意見いた

だければとは思いますが、現計画につきましては、検討して、また実施してと

いう評価になってございますので、そういったことでこの表を見ていただけれ

ばと思います。  

     1 番の相談機能につきましては、下の円グラフでもお示ししておりますとおり、

実施中が 84％となっておりまして、おおむね必要とされる相談機能は備わった

という状況と考えております。  

     2 番、成長・療育機能でございます。  

     こちらは、全ての子どもの成長に応じた支援をしたり、専門性の高い療育を行

ったりする役割があります。項目の 1 から 3 につきましては再掲です。前のほ

うと同じ項目になっておりますので、これら含めて 13 項目となっております。

この後もこの再掲というのが複数出てまいりますので、若干、これ、前にも書

いてあるということで、見えづらくなっているのも、また、次期計画ではどう

いう見せ方にしようかなと考えているところですけれども、この成長・療育機

能、13 の項目のうち 3 つが再掲となっていることでご理解いただければと思い



ます。  

     ここでは、実施できたではなくて、実施できなかった、未実施につきましてご

紹介をさせていただきます。  

     項目 7 番、ドリーム学園の退園児が通う保育園や幼稚園に対する支援というこ

とで、こちら、未実施となっておりますけれども、途中で退園した子どもがい

なかったためでございます。もしいたら、巡回保育相談などで対応する予定と

なっております。  

     それから、8 番、重度心身障害児への対応ということで、担当は子ども家庭支

援センターとなっておりますけれども、現体制ではなかなか重度心身障害児へ

の対応というところは未実施という状況でございます。  

  あと、その他を説明していなかったのですが、1 番、2 番にもその他が、ｅが複

数あるんですが、これは先ほどご案内した健康推進課ですとか、子ども家庭支

援センターという立川市の内部であれば評価がしやすいのですけれども、医療

機関の皆様だとか、児童発達支援の事業所の皆様に評価をしていただくのが難

しいと。お願いがなかなか難しい部分もあるのかなというふうに考えておりま

して、そういったところ、その他と掲示をしているところです。  

     成長・療育機能に戻りますと、その他がちょっと多くなっておりますので、実

施中につきましては 68％となっております。  

     続きまして、3 ページ、情報共有機能でございます。  

     必要な情報を分かりやすく伝えるために、保護者と各関係機関での情報共有と

関係機関同士での情報共有を円滑に行う役割があります。こちらも再掲が 5 つ

含めまして 21 項目となっております。  

     こちらでも未実施についてご紹介をさせていただきます。 9 番の項目、保育園

での課題や問題の共有、情報の発信です。こちらは保育課と子ども家庭支援セ

ンターのドリーム学園の 2 部署が担当しております。保育課では保育コーディ

ネーター連絡会を開催をして、そこで情報を発信をしているということで、実

施中。一方で、ドリーム学園につきましては、主体的な取組というところがま

だまだということで未実施という状況となっております。  

     それから、検討中が 1 か所ありますけれども、16 番、児童館や学童保育所と就

学前に関わっていた機関との情報共有の仕組みの検討ということで、子ども家

庭支援センターの発達支援係につきまして、必要に応じて検討するということ

で、まだ十分取り組めていないという状況でございます。  

     こちら、実施中につきましては 83％となっております。  

     続きまして、4 ページ、家庭支援機能でございます。後ろに行くにつれて再掲

が増えてきてしまって申し訳ないですけれども、今回は 16 の再掲、合わせて

22 の項目となっております。  

     こちらでは未実施はございませんけれども、実施中につきましては 88％と高い

数値となっておりますけれども、家庭支援につきましてはさらなる充実を図る

必要があるというふうに認識しているところでございます。発達に支援や配慮

が必要なお子様を育てている保護者や家庭を対象に子育てや発達に関する知



識や技術を伝えていくというための支援の項目でございます。  

     続きまして、5 ページです。現場職員支援機能です。  

     こちらは、子どもと関わる施設等の職員の技術向上や情報共有などを支援する

役割があると考えております。再掲は 4 項目、合わせて 22 の項目で構成され

ております。  

     未実施につきましては、2 番、3 番、こちらは再掲でございますので省略をさせ

ていただきます。  

9 番、スキルアップのための研修用資料の作成でございます。こちら、スキル

アップのための研修用資料、対象は保育園、幼稚園の職員の方向けの資料とい

うこととなっております。担当は発達支援係でございますけれども、こちらは

児童発達支援センター設置に併せて取り組んでいきたいと、今後の課題である

という認識を持ってございます。  

     それから、21 番の項目、障害児対応職員の加配の判断です。担当は子ども家庭

支援センターと保育課ですけれども、こちら、少し細かくお話ししますと、加

配につきましては、医師の診断が必要ということですけれども、医師の診断が

ない子どもの加配の判断基準を少し考えてみようという項目でございますけ

れども、こちらはまだ未実施の状況でございます。全体で実施中が 71％の 状

況でございます。  

     6 ページ目、健診・診察機能でございます。再掲が 3 項目含めまして、全体で

7 項目でございます。  

     こちらにつきましては、ほぼ実施中となってございますので、取組の少し一部

をご紹介をさせていただきます。項目番号 5 番、診察枠の確保の取組につきま

してご紹介をさせていただきます。  

     さいわいこどもクリニックの協力をいただきまして、資料の中では、右下に実

績調査より抜粋と書かれている中ポチの 3 つ目、一番下でございますけれども、

早期に診察につながる仕組みづくりに努め、発達障害児に係る医療連携事業が

令和 4 年度、モデル事業で実施していましたが、本格実施となりました。おか

げさまで早期に適切な療育につなげることができているという評価をしてい

るところでございます。  

     続きまして、7 ページです。コーディネート機能、こちらは再掲が 10 項目合わ

せて 12 項目でございます。未実施につきましては、再掲ですので省略をさせ

ていただきます。  

     やはり、右下の実績調査より抜粋でございますけれども、研修の機会を活用す

るほか、市内外の幼稚園や保育園との情報交換を積極的に行い、コーディネー

ト力の向上に努めたということで、職員のコーディネート力、組織力向上のた

めに研修等を行っているという機能でございます。実施中で判断しますと 82％

となってございます。  

     最後、8 ページです。理解啓発機能でございます。  

     こちらは、全て再掲となっております。一つだけご紹介をさせていただきます

と、7 番、発達支援団体との連携でございますけれども、こちらは市民団体に



ご協力をいただきまして、当事者のおしゃべり会を開催したり、様々な講座を

開催させていただいたりしているといった状況でございます。実施中は 69％と

なっております。  

     駆け足で説明をさせていただきましたけれども、何かご質問やご意見等いただ

ければと思います。説明は以上でございます。  

（委員長）では、たくさん説明していただいたので、どこでもよろしいかと思いますので、

皆さんのご意見やご質問などございましたら、ぜひどうぞお願いします。  

（Ａ委員）資料 4 の最後の第 3 節のところにちょっとお伺いしたいことがありますが、こ

れからのことだとは思うんですが、家族支援の（イ）のピアサポート事業とい

うのがどういう意味合いを含んでいるのか、ちょっとイメージが湧かないので、

ちょっと説明をいただければ。  

（事務局）おっしゃるとおり、ちょっと分かりづらい項目があろうかと思います。  

     こちらは、家族を支援するための事業で、最後にご紹介をしましたおしゃべり

会とか、そうした会を設けたり、または、講座を開いたりといったようなこと

でございまして、ほかにもございますけれども、当事者同士、同じ環境の方が

交流するような場ということで、ただ、なかなかそういう場をつくるのが難し

いものですから、ピアサポーターを養成したりだとか、市のほうで、そういっ

た団体の方と協働してその辺のピアサポート体制というのを構築していきた

いと考えておりまして、まだ現在の取組がゴール地点ではなくて、これからも

より一層充実図っていきたいと考えております。  

（Ａ委員）ということは、ピアサポーターの養成事業もそこに入るというふうな意味合い

でよろしいですか。はい、ありがとうございます。  

（委員長）私は武蔵野市のこれをやっています。ピアサポーターさんの、お母さんたちの

養成講座をしていますけれども、ものすごくいいなと思います。助けていただ

いていたという方たちが、今度、自分が助ける側になるという、すごく保護者

の方も元気が出るみたいです。どうぞ、ほかにございますか。  

（Ｂ委員）資料 4 です。5 歳児相談件数とありますが、数字を見ると、乳幼児人口、その

前のページの比率でいうと、件数は何か動いているんですけれども、比率はお

およそ 10％弱で、横ばいで動いているかと思いますが、属性について幼稚園や

保育園といった特徴などそういった細かいデータはありますか。  

（事務局）5 歳児相談は市内の幼稚園、保育園を年 2 回ずつ実施させていただいておりま

す。幼稚園が 11 園、保育園が 37 園で、幼稚園、保育園、あまり差は特に現場

の職員としては感じておりませんが、ご質問がありましたら。  

（Ｂ委員）そうですね。お仕事をしながらという中で、相談にかかる件数とは、そこに行

くパターンみたいな、また親のスタンスにもよりますが、ちょっと相談に遅れ

ているようなケースなんかも時々あったり、やや、それぞれご事情もあるので、

一概に比較はできませんが、保護者の家庭の形態などで若干の違いはあるのか

確認をしたかったので、ちょっと伺いました。  

     それから、相談の低年齢化と先ほど説明のところでありましたが、令和 5 年の

件数がかくっと減っているという件、正直のところまだはっきりと分からない



との答えでしたが、年齢が先に進んだから、他の療育機関に流れる数が増えた

ので、結果的に行政への相談数が減った意味合いでしょうか。  

（事務局）以前は、3 歳児健診後に発達の相談につながるというような流れが多かったも

のが、ここ 2、3 年は 1 歳半健診後、または 1 歳半健診を待てずに相談に来る

方がとても増えているなという印象で、親御さんもご自身でいろいろな検索を

されますので、そうしますと、児童発達支援というものがすごい子どもの成長

にとてもいいということを認識されて、相談を通らずにご自身でそういった事

業所のほうをご利用されたいという方が増えている現状がございます。  

（事務局）委員のご質問等に的確に答えられなくて申し訳ないのですが、なかなかこれだ

というようなことがわからない状況もありまして、また令和 6 年度の状況も見

ながら、これがこのまま落ち込むのか持ち直すのか、状況を見て何らかの対策

を講じていく必要があるかなと考えているところです。   

（Ｂ委員）分かりました。ありがとうございます。平成 31 年から令和 5 年までの乳幼児

人口が 10％くらい減っているのに対してかくっと減り方が激しいので、単純に

乳幼児人口減の相関がないと思い、最初にご説明あったとおり、私も何だろう

これと思ったものですから、分かりました。これは 6 年度の経過も見ながら、

その傾向を確認していく、ご理解で、ありがとうございます。  

（委員長）ありがとうございます。ほか、どなたかいらっしゃいましたでしょうか。  

（Ａ委員）5 歳相談のことをついでなんですけれども、恐らく 5 歳相談、現場で行って相

談という形で、わざわざ家族がどこかに行くというスタイルを取っていないと

ころが立川市のいいところだと思うんですが、こども庁から今後、国で 5 歳児

健診をしろというふうに言っているので、これからの話にはなると思うんです

が、立川市の今後の 5 歳児相談のもうちょっとスキルアップというか、バージ

ョンアップした、いわゆるアウトリーチ型の 5 歳児相談というのをぜひ期待を

しているところです。ちょっとこれは意見ですけれども。  

     それと、サポートファイルのことがちょっと気になっていて、サポートファイ

ルは実施中と書いてあるんですが、実は私はサポートファイルをあまり見たこ

とがないんです。そこが本当にうまく回っているんだろうかというのがとても

心配なところで、その辺はどうですか。現場の方たち。  

（委員長）サポートファイル、いかがでしょうか。  

（事務局）保護者の方がご自身のお子様の成長の記録、または情報を共有して、医療機関

ですとか、いろいろなところで、二度、三度、同じ説明をせずに、そのサポー

トファイルを共有することでお子さんの様子を伝えるというようなツールで

ございますけれども、市としては広めていきたいというスタンスで、保護者の

方の意見も含めてつくって、配布をしていますけれども、何点か課題がありま

して、一番大きいところでは、紙のＡ4 サイズをファイルにつづってというこ

との負担感といいますか、やはり今は電子化だったり、スマホでですとか、持

ち運びの面で若干、今の保護者の方のニーズに合っていないのかなと。中身的

には皆様のご意見をいただいて、いいものであるというふうには評価をしてい

ますけれども、使い勝手が悪いのかなというところと、あともう一つは、誰で



も彼でもちょっと渡せるというようなものではなくて、多少配慮をしながらお

渡しするような性質を持っていますので、なかなか配布、普及というところで

は若干難しい部分があるのかなというふうに捉えております。  

（事務局）就学相談の説明会や、あと児童発達支援事業所さんですとか、あと放課後デイ

サービスの事業所さんの集まりなどでも、あと相談支援事業所さんの集まりで

すとか、そういったところでも直親御さんではなくて、支援者の方にも今周知

を広めているところですので、ただ、やっぱり件数は毎年 100 件ぐらいという、

100 件前後で推移しているという形なので、まだ皆さんが目に触れる状態では

ないかなというふうに認識しております。  

（委員長）サポートファイルに関して何かございますか。実は私、ここを研究しているん

ですよね。アプリケーションを開発しちゃいました。今、親御さん、アプリケ

ーションでやるので、やっぱり自分のお子さんの説明に関しては相当電子化が

必要かな。ただこれはやっぱり専門の人たちと協力しないと難しいかなと思い

ますけれども、アプリケーションの開発は。ご興味があれば。  

     もう 1 個私がやっているのは、つくる側は一生懸命出すんですけれども、読め

ないんですよ。特に学校です。校長先生いらっしゃいますけれども、学校の教

員は物すごく忙しくて、親御さんたちが必死に書いたり、支援者の方、幼児教

育の方が一生懸命書くんですけれども、それが何枚も来ると、担任の先生たち

はどこを読んでいいかも分からないという状態です。  

     あと、学童保育とか、Ａ君ならＡ君が回って、関わっている大人がみんな本当

は目にしてもらいたいかなというところなので、シンプルに大切な情報をどう

やって共有するかというあたり、ここに関しては読み手のほうがすぐに情報を

取れるやり方というのを、ちょっとこれも私の研究のテーマなので、ずっとや

っています。私は最近 1 枚にしていて、Ａ4、1 枚に勝負をかけているんです。

親御さんたちがＡ4、1 枚でどうやったら子どもを表せるかで、教員も割とぱっ

と読んでくれるので、開示していい情報と親しか知らない情報というのを分け

ないとなかなか難しいかなとか、奥が深いので、今日、いきなりこの議論に入

れないかと思うんですけれども、サポートファイルという、その情報を共有す

るツールというのを今すごく重要かなと思うので、また、機会があったら深め

ていけたらいいかなとは思いますけれども。  

（Ｃ委員）単純に質問で、私があまりちゃんとサポートファイルについて分かっていない

から質問したいんですけれども。  

     今言われたサポートファイルというのと、例えば、情報共有機能のページ、3 ペ

ージでいう、その 3 つ下にある就学支援シートというのとはどういう関連があ

るんですか。  

（事務局）第 2 次発達支援計画に用語の解説もあるので、そちらもご覧いただきながらの

ほうが分かりやすいかなと思いますが、サポートファイルにつきましては 55 ペ

ージの「さ行」のところに書いてございます。こちらは子どもが生まれて、成

長の過程や生活の様子などを保護者が自ら記録するファイルということで、補

足させていただくと、0 歳から 18 歳まで使えるような仕様になってございま



す。就学支援シートにつきましては、56 ページ、上から 2 段目のほうに説明さ

せていただいていますが、こちらは支援や配慮が必要な子ども、お子様がスム

ーズな小学校の就学、幼稚園、保育園さんが学校に行くときに書いていただい

ているシートで、保護者がお子さんの様子を書く欄と、あと保育園、幼稚園さ

んがこんなふうに過ごしていました。こんなところに配慮があるとよりよく過

ごせると思います。最後は、児童発達支援さんですとか、療育機関さんが書く

欄、あとは私どもの発達相談の担当、相談員が書く欄のような仕様になってい

て、主に就学するときに書いていただくシートとなっております。  

（Ｃ委員）ありがとうございます。  

（事務局）次回委員会で現物のほうを配布させていただければと思います。  

（Ｃ委員）今質問したのは、これらがそれぞれがあってしまっていいのかなというか、う

まくそこが連動できるような、サポートファイルはサポートファイルつくりま

す。私は学校のほうの、東京都でいう個別の支援計画とかの様式は見たことが

あるんですけれども、就学支援シートの現物は見たことないんですが、それは

もちろん幼稚園とか保育園とか児発が書くとはいえ、保護者もそこに関わって、

保護者と一緒につくるものだとは思うんですけれども、それぞれがそれぞれと

いうのは分かれていることに意味があるのかなとか、そこがうまく、例えば一

体化していくというか、になっていくといいんじゃないかなみたいなことをち

ょっと感じたことがありました。  

     あと、全体に向けての質問ですけれども、今回やっている発達支援計画という

のは、対象は例えば年齢とか、誰を想定しているというイメージの計画ですか。 

（事務局）先ほども少し触れさせていただきましたけれども、様々な個別計画があっての

中で、発達支援計画につきましては、発達にある程度特化した、絞った形で支

援や配慮が必要な子どもに対してどのような取組ができるのか、市として。そ

ういったことをまとめた計画というふうに位置づけております。  

（Ｃ委員）子どもというと、18 歳までという感じですか。  

（事務局）未就学に限らず、そこは広くとらえてかと思いますが、学校関係の特別支援な

どの計画もありますので、多少年齢が上がるにつれて、若干薄まってくる部分

は正直あるのかなといったところでございます。  

（Ｃ委員）今後の多分検討事項になると思うんですけれども、今、これまでの取組を見る

と、ほとんどが未就学を想定した何か計画というか、実施なのかなというふう

にちょっと私は感じて、じゃ、学校行ってからは、じゃ、小学校入れば安心か

というと、意外とそうでもなかったり、あとは年齢によって発達の特性の出方

がまた変わってくるというのもあると思うんです。成長に伴って、例えば、幼

稚園、小学校、とってもいい環境だったけれども、環境によって変わってくる

ときに、地域で何ができるのかという視点とか、つないでいく、先ほどとかの

シートとかもそうなんですが、成長とともに、本当に高校にちゃんとつなげる

のかとか、そこから社会につなげるのかというところが、これは別に立川市に

限らず多くのところの課題だと思うんですけれども、何かそこまで視点がいく

とめちゃくちゃすごいんだろうなと思いますし、今、こども基本法とかもでき



ていますけれども、18 で切るというのも、もっと言うと、もうちょっと上まで

というところまでのことができてくると、欲張り過ぎかもしれないですけれど

も、個人的にはそういうところをより充実させるとすごくすてきかなというふ

うに思っています。以上です。  

（事務局）Ｃ委員のおっしゃるとおり、未就学児に特化したものではございませんので、

対象のほうはある程度広げる形で、どこまでできるかというのは別なんですけ

れども、市として、理想として、あくまでも計画の中でどう位置づけるのかだ

と思うので、一概に対象者を絞ることがいいとは思っておりませんが、それぞ

れの皆様のお考えとか、助言いただきながらつくり込んでいければいいなと思

っております。  

（委員長）ありがとうございます。今、横のことと縦のことと両方おっしゃったんですよ

ね。横のことというのは、支援が必要なことは誰を指すのかという、すごく難

しい問題ですよね。いわゆる通常の幼稚園、保育園の中にもいるけれども、そ

こをつなぐところのカバーが一番難しい。つながった後はまたそれでというと

ころだと思いますけれども、多分、現在日本で一番問題なのは、支援が必要だ

けれどもつながらない子、その子たちを含めた発達支援ということについてか

なと思います。  

     あともう 1 つは接続です。時間の流れの縦の接続のところで、乳幼児期は手厚

いけれども、学童期の接続難しい。学童期になってから、学齢になってから、

どこまで面倒を見られるかと。18 歳あたりのところから、また孤立していく子

も実際にはたくさんいるというところで、その切れ目のないというのは、文言

で書くのは簡単だけれども、実際には非常に難しいので、そのあたりも考えら

れると良いというようなご意見だったかと思いますが、ほか、いかがでしょう。 

（Ｄ委員）何点か質問したいんですけれども、まず、この資料 5 にあります、私、どうし

ても保育士のところで、現場のところで関わってしまうんですけれども、21 番

の今後実施予定ということで、加配対象職員の加配の判断、これはそのとおり

で、やっていただければ本当にありがたい。現場はやっぱり 1 対 1 が望ましい

と言われていますけれども、1 対 1 では相当ほかの職員が頑張らないと本当で

きない。ですけれども、これは、どなたがご判断をしていただけるのでしょう。

ここが本当に一番大きいところで、私も重度の障害を持ったお子さんを担任と

して持ちましたけれども、そこで、お母さんを本当に、うちの保育園を選んで

くれてありがとうと言いますけれども、うちでできることとは限られますよと。

じゃ、ドリーム学園に行ってなんて絶対言えませんし、そうなったときに、園

長先生がお話ししていただけるのでしょうかとか、園医さんがお話しいただけ

るのでしょうかとか、そことは市との連携にもなるとは思いますけれども、こ

こがどういうふうに今後、立川市としてなっていくのかなというところと、こ

の 4 ページにあります一番後ろの発達センターの設置のところが 1 から 4 で分

かれまして、ほかからア、イ、ウ、エ、ア、イ、ウ、エ、オとなるじゃないで

すか。これ、一つ一つの業者、私もとても分かります。やっていること、内容

等々もそのとおりやっていただいてありがとうございますというふうに思っ



ているんですけれども、例えば、3 歳、1 歳 6 か月健診の前に、明日、1 歳 6 か

月健診ですねと、何かご不満なことありますかと、心理士に聞くことあります

か等々とご質問されるんですよ。そのとき、こうですねと言ったときに、それ

は 1 歳 6 か月健診だからよかったですけれども、通常のときはご相談されると

きとはあるんです。そのときとは、幅を広げたからによって、私たち現場はど

こにご相談をすればいいのか。立川市は児童相談所もあるので、どこに、愛の

手帳だから児童相談所、それは現場だから分かっていることであって、お母さ

んたちはやはりそこは分からないところだと思うんです。特にこの相談事業の

ウのところは 5 歳児と書いてありますから、じゃ、5 歳児の相談所の教育委員

会に言えばいいんですねとなりますけれども、ほかのところとはどこに相談を

するといいことなのかなというのが現場一職員としてとても。どういった位置

づけになっているというのはちょっと難しいと思うのですけれども、そこがあ

やふやになっているような気もするんです。  

     児童要録も関係しますよね。立川市 3 つあるんですよね。保育士が書かないと

いけないことというものは、絶対に。それが負担とは私は個人的に思いません。

やっぱり子どもの幸せのために小学校に送り出してあげたいと。夏休みのとき

に小学校の先生から、これとはどうなんでしょうと質問を受けるのも全然苦で

はないのですが、3 枚書くのであれば、効率的に 1 枚のがいいとは思いますけ

れども、そこの一つ一つのところも、ここの切れ目がない政策をするのであれ

ば、やはりチームとして関わるのが一番いいのでは。保育園の会議を毎回する

のはやっぱり大変だと思いますけれども、Ａちゃんのために。けれども、これ

が必要になっていくのかなというふうに感想で最後終わってしまいますけれ

ども、ありがとうございます。  

（委員長）最初言ってくださった、最初の加配のところからいきましょうか。  

     難しい。診断がないけれども加配をつけたいとき、どんなご対応なのか、これ

からどうお考えなのかというところでしょうか。現場からすると、要するに親

御さんが動いてくれれば何とかなるけれども、そうでない場合、加配がつかな

いとかいうことですか。  

（Ｄ委員）お母さんたち動いてくれて加配がつくのかなって私たち思いますと、なかなか

難しいところ。じゃあ様子見ましょう、といういい言葉がある。1 歳 6 か月健

診でことばがでるかでないか、目が合うか合わないかとか、そこで様子を見ま

しょうと言われても私たちにはちょっと言えないですよ、親御さんに。お医者

さんではないので。  

（委員長）親御さんに、これはちょっと難しい。何かありますか、お答えというか、ここ

は考えなきゃいけないところでしょう。  

（事務局）加配の職員配置の判断基準ができるといいなという思いでこのときの計画をつ

くっております。計画の中の 41 ページの下から 2 段目の、ここの加配の判断

のところの内容はこちらのほうに記載させていただいておりますが、やはり親

御さんのお気持ちに沿ってやるとなると、一重に加配のこういう状況、こうい

う子ども、お子様の状況だから加配をつけましょうという判断基準というのは



マニュアル化は難しいかなというところが課題になっているのではないかな

というふうに今認識しております。それで進んでいないという現状でございま

す。  

（委員長）大変よく分かります。思いやれば思いやるほど現場はちょっと苦しい。  

（Ｅ委員）加配について、現場では先生たちが自分が担当になったときに何をするべきか

とか、加配とはというところが現場の中ではとても難しさはあるのかなと思っ

ています。なので、加配の先生が園内で学ぶことができる場が必要だと思いま

す。加配がつくということは、年齢相応の生活が難しさがあるというところで

加配がついているけれども、人がついて、みんなと同じことをさせるためにつ

いてしまうと、難しさがどんどんあふれてしまう。加配の役割とか、加配の先

生たちが実際にどういうことを目的として自分がそこにいるのかというとこ

ろが分かると良い。この加配のことも園の中できちんと学ぶことができたり、

さっきの支援シートも、ここに 6 人に 1 人提出しているという数値が出ている

けれども、これは割と園によって違ったりするのかなと思うんです。Ａ園では

たくさん使っているけれども、Ｂ園では全然使っていないとか、やっぱりそれ

は学んでいる園は上手に保護者の方にお示しできるけれども、なかなかそこが

差があるのかなというところでは、現場の先生たちが支援シートに、子のでき

ないことを書くのではなくて、園でこういう工夫をすると、この子はうまくい

くというところを書くためのものとなると、とてもプラスに使えるけれども、

どうしてもできないことを伝え合うとなると、とてもマイナスになるので、加

配について、支援シートについても、園内の学びということもとても必要なの

かなと思っています。  

     保育所等訪問事業では、園の先生方のお考えと、あとお母さん方のお考えと、

そこをつなげることができる。お母さん方が園を信頼して、安心していただく

というのが一番大事なのかなと思っておりまして、園でこんなふうにしていた

だいて、これがこの子の支えになっているよということをお母さんと月 1 回お

話しますので、すごく信頼関係が高まるんです。そうすると、加配のこととか、

就学のこととか、支援シートのこととかも、園と家庭だけではなくて、その中

に入って、お気持ちを酌みながら進めるという形では、この保育所等訪問事業

というのもとても密接に関わってくると思いますし、そういうことが全体がつ

ながってくるということにはなるのかなと思って、今聞いておりました。  

（委員長）今、受け側の職員の研修や訪問のことを含めてご意見いただきました。  

（Ｂ委員）今の配置のことで、もちろん加配認定がつけばということなのですが、実際は

現場で、しばらく見ていて、ある程度入ることによって保育の効果が上がる、

集団保育上必要だと感じる場面はあります。ついていない場合はどうするかと

いうと、ある意味、ないけれども、こちらとしてはつける必要が出てきます。

そのときには、保育園長会から来ていますけれども、ほかの園のことは知りま

せん。うちで一応一つの目安として捉えたやり方だと思いますが、実際は、入

園した最初はどのクラスも大体落ち着かないですから、 1 か月ぐらいはいわゆ

る慣らし的な感じで様子を見ます。 1 か月たつと、大体一般的なお子さんは集



団生活に慣れてきて、1 つの約束事で動き始めますが、やはり特性的な動きな

どで集団に入りにくいケースなどが見えてきます。そういったときで様子を見

て、保護者とのやり取りとか総合的に見たとき、少し継続的に加配というか、

つけておく必要があるとなれば、まずはこちらの判断で、ちょっと見てみよう、

入ってみようということで、職員を入れます。  

     例えば、こちらでまずは内側だけで観察して、立川市の場合だと、加配児、要

支援児 2 人に対して 1 人分と入ってくる。2 対 1 という数字なので、これは運

営側としての判断ですけれども、8 時間保育だとすれば、ざっと見たときに、

この子ども、時間的量で見ると半分、4 時間かかっているかなみたいな。職員

のついていることが多い。あるいは、発達でこの時期にやる所作とかが 10 項

目あるとすれば、その半分とか、特定のところとか、どのくらい入っているか

の様子を伝えた、見た上で、やっぱりこれは継続的に、ゴールはちょっと先だ

けれども、しばらくはついていく必要があるとなれば、ちょっとお子さん、親

御さんとの、担任をまず話した様子なんかを、ご自宅ではどうですかといった

話を通じて、面談みたいな形でしばらくは集団、今のうちの集団の中ではある

程度の一定のことをやっていこうというには多少の援助が必要というふうに

判断します。それは今言った事情を見て、取りあえずもう少し様子を見ましょ

うと 1～2 か月だとか、確認をします。ただ、本来その職員はクラス全体に対し

て入るべきところなので、仮にそこに 15 人いれば、15 人に等しく出すところ

なんです。ある意味では、園としてはそこは持ち出しなので、これが続くよう

だと、実際に 1 か月、2 か月見たうえで、やはり様子から必要を感じると。あ

る程度、集団で全てを慣らす、集団に合わせようとするつもりもない。所定の

生活の中で折り合う社会的な部分をつけていったりとか、集団でやっていく上

では定期的な、継続的なあれが必要だということは親御さんに伝えます。厳し

い言い方をすれば、その部分は、ここまではこちらの、保護者に「持ち出し」

とは言いませんが、やっぱり加配は必要ですよと。私どもでは、これまでの観

察や過去の知見なども含めるとそうしたほうがいいと思いますと話すので、そ

こから療育、支援センターですとか、そういったところに、もしどうすればい

いですかといえば、こちらが決めることはないけれども、こういったところが

あるので、連絡されてはいかがでしょうかみたいなところで、ある程度のやり

取りでは決めています。  

     これはうちのやり方が、実際には、Ｄ委員のほうから、加配がつかないところ

で大変だというところであれば、ある程度の目安というか、ルールといったも

のはつくっていくことはできるのではないかと。基本的にはやっぱり医療機関

に、それがまず第一だとは思いますが現場での動き方では、それぞれの園のや

り方はあると思います。行政からそのような点をヒアリングしながら、ルール

のような部分というのはつくっていく価値はあるのではないかと私は思いま

す。  

（委員長）ありがとうございます。これは切実な問題なので、ここだけでも大討論になる。

整理すると、親御さんの判断だけではなかなか厳しいところがあると。ここも



ちょっと工夫したほうがいいというところでした。  

 また、ワンストップじゃないという話も出ていましたけれども、親御さんがど

こに相談に行っていいか分からなくて困っているのではないかという話を 2 番

目になさっていましたけれども、どうですか。  

（事務局）来年から児童発達支援センターを立ち上げますので、一義的にはそこにまずご

相談くださいというようなアナウンスが今以上にできるのかなといったとこ

ろと、加配の件につきましては、いろいろとご意見いただいたところですが、

保育課の見解ですと、コメントがありまして、家庭での様子と保育園等々の様

子と若干違うということで、子どもの支援や配慮が必要な状況を保護者が受け

止め、理解することが難しいケースがあるというふうに考えているみたいです。

医療機関につながらず、診断や情報提供等、ならないことも多いというような

課題認識を持っている状況でございます。  

（委員長）今度、ワンストップですよね。保護者の方がどこに行っていいか分からなくな

らないように整えてくださるということでした。何と白熱した議論が続き、1 回

目から。  

 第 3 次発達支援計画のほうへ行きましょうか。どうぞ、よろしくお願いします。  

（事務局）議論ありがとうございます。次第の 5 の (4)と (5)、一括でご説明をさせていただ

きます。  

     (4)の第 3 次発達支援計画に向けてでございますけれども、これは資料ございま

せん。口頭でちょっとご説明をさせていただきますけれども、前計画、前々計

画でつくり上げたものを基本的に踏襲したいと考えております。  

     一方で、やはり現計画、5 年ほど前の計画ということですから、皆様、各知見

を生かして現計画のアップデートをしていただきたいと。本日のような議論を

重ねて新しい計画をつくり上げるということで、ぜひご協力のほうをお願いい

たします。  

     スケジュールでございますけれども、こちらは資料 6 をご覧ください。  

     若干説明は飛びますが、皆様には 5 回、本委員会のほうにご参加をお願いして

いるところでございます。  

     一方で、内部の庁内検討も進めておりまして、一番下の、米印の一番下のとこ

ろですが、庁内検討では、子育て推進課をはじめとして複数の部署が集まって、

この計画について検討を重ねて、それを事務局でまとめて、それを皆様にお示

しをしますので、それに対して助言をいただくというようなキャッチボールを

しながらつくり上げていきたいと考えております。  

     11 月には骨子案を作成し、また、2 月にはほぼ完成型、原型になります計画素

案をつくり上げたいと考えております。そこからパブリックコメントで市民の

方からもご意見いただいて、完成ということになります。この計画はご覧のと

おり、来年の 6 月完成時点では皆様の任期は終わっていますけれども、ぜひ 5

回の委員会の中でつくり上げていく、そういった有意義なご助言をいただけれ

ばと考えております。  

（Ａ委員）踏襲ということではあるんですが、せっかく発達支援センターができて、こど



も家庭庁ができてとなると、発達障害だけでなく全ての障害、いろんな生きづ

らさを含むお子さんたちのセンターとして機能しなきゃいけないので、この発

達支援計画がこれまでの踏襲だけだと多分足りないんじゃないかと私は思っ

ているので、計画を立てる上で、その辺も含んだものを考えていかないと、本

当の数年間の計画にはならないと考えているので、ぜひ、行政側も検討してい

ただきたいと思っております。  

（委員長）ありがとうございます。ほかの先生方、いかがですか。  

（Ｃ委員）先ほども言ったように、全体を見たときに、未就学の視点が多いのかなと思っ

たので、やはり学齢期というか、その先に接続という視点が欲しいなと思った

ときに、項目自体も踏襲していくというイメージなのか。今、1、相談機能とか、

そういうものが項目なのか。構造があまり分かっていないんですけれども、そ

ういう項目を生かした上でやっていくということなのか、そこのところから検

討するのかというのも、何か知りたいというか、イメージはどうかなというの

と、あとは、5 年前につくったときと制度上かなり変わっている世の中の制度

があったり、社会的な認知ももちろんそうですけれども、私は学校の教員なの

で、例えば、特別支援教育の動きもこの数年で全く変わってくる部分、小・中

学校で。東京の場合は特別支援教室が全校に配置されたのが、中学校でいうと

4 年前かな、とか、都立高校で通級による指導が始まったのが 3 年前なんです

が、あとこども基本法とか。その辺がどの程度ここに入れていくというところ

はちょっとイメージしたほうがいいのかなというふうに思いました。  

     あと、最後の 2 次で、あるいは最後の用語解説も、多分アップデートが必要な

のかなと個人的には思っています。  

（事務局）あくまでも踏襲するということの説明を改めてさせていただきますと、ここで

全く白紙の状態から議論していただくというのではなくて、せっかく第 1 次、

第 2 次がございますので、それをベースに新しい要素を、児童発達支援センタ

ーですとか、ここの部分足りていないだとか、もう少し骨組み自体を考えよう

とか、そういった議論はぜひ活発にしていただければと思っております。  

（委員長）ありがとうございます。ほか、いかがですか。  

（Ｂ委員）踏襲じゃなくて、さらにいい形でというのはあるんですけれども、実際、うち

の職場に限った話ではないんですが、人手の問題が必ずついて回るんです。特

にこの商売というか、どうしても人、マンパワーを要する部分で、これだけ拡

張する、充実させようとすると。一方で、どの業界でも今、人が足りないとい

う状態があるので、絵に描いておしまいだったら話にはならないので、やっぱ

りそこの部分である程度実現の部分、そのマンパワー的なところでもできると

いう、こういう見通しみたいなのを出さないと、やっぱり必要だ、難しくなっ

ちゃうと思うんです。  

     特に、何年か見ていて、立川好きだと、私も地元の人としてはうれしい限りな

んですけれども、住みにくくなっているんです、感覚的には。というのは、私

は市南部の住民ですが、マンションが増えてはいますけれども、あまり子ども

が増えてないんですよ。というのは地価が上がって、買えないというところが



やっぱりあります。子どもの数の増加にはあまりつながっていないところもあ

りますし、だからやっぱり働き手、こういうマンパワーみたいな、「立川で住も

う、立川で働こう」みたいなことをやっぱり意識しようとするんであれば、当

然、これはここだけの話じゃないと思うんです。施策的にもやっぱり立川に住

民を住まわせるというような、それは酒井市長に取り組んでもらいたいことと

は思いますが、トータルで考えて出していかないと、やっぱり結果的には苦し

くなるのかなと思います。  

     私も入園の数とかを見るとき、やっぱり昭島に「やられている」んですよ。5 年

間での人口の減りが、両市とも子どもの人口は減っていますが、昭島のほうが

減り幅は小さいんです。理由は多分住宅を買ったときに安いから。それから、

同じお金を払えば、広く住めるから。  

この 5 年、1 つは、都内に通わなくても、たまに行けば良いという仕事だった

ら、たまに電車にもまれるぐらいだったら、離れていてもいいやという感覚の

人は増えていると思うんで、そういった点では立川だと商業化のほうにかなり

力を入れたのはいいんですけれども、住み心地というところでは必ずしもうま

くいっていないのかなと。実際、市内、端っこの保育園とかだと、もう結構定

員割れで、結構みんな命がけのところも増えてはいますので、そういったもの

も含めたトータルでは、こちらの支援計画をつくっていく上では、他部署とも

トータルで考えていかないと、それは多分上位概念である全体の基本計画のほ

うにかかってくると思うんですけれども、やっぱりセットということは意識し

なければいけないとは思います。  

（委員長）ありがとうございます。マンパワーをどう育てるかと。  

（事務局）人、物、金とか、そういった要素があって、現実的には難しい部分はあるとは

思うんですけども、それで絞り込んでしまうと非常につまらない計画になって

しまうので、ぜひそこはある程度理想といいますか、そういった部分も取り入

れながらバランスのいい計画になればいいなというふうに考えております。  

（委員長）鎌倉市、ちょっといいことやっていまして、ボランティアの養成講座をやって

いまして、物すごい人気なんです。発達サポートを学ぼうと。その講座を終わ

った人が、保育園、幼稚園、小学校、中学校に入っているんですけれども、大

変助かっているんです。  

     だから、人材というのはそこの募集からやるのではなくて、ニーズのある人に

学びを提供して、育てるところからやると非常に循環がいいなというのはちょ

っと体験しているので、ヒントですけれども。さっきのピアサポートとも似て

いるかもしれません。  

     ご発言、今日していなかった、勢いに押されてしそびれたけれども、ぜひとい

う方いらしたらどうぞ。  

（Ｆ委員）発達支援センターの設立のところで、相談事業等があって、ドリーム学園や、

グループでの支援というのがあるのは分かりますが、個別の関わりが必要なお

子さんたちは、その相談からどうつないでいくのか、質問させていただければ。 

（事務局）発達相談の中では、親御さんに、療育病院を紹介させていただいたり、民間の



児童発達支援もこんな感じでありますよという情報提供をさせていただきな

がら、親御さんのニーズと、必要度、相談員が必要だと感じた判断をすり合わ

せながら、病院ですとか、民間の児発とか、あとはドリーム学園もございます

ので、情報提供をさせていただき、行く先を決めているといった状況でござい

ます。  

（Ｇ委員）就学支援シート、小学校で見て、子どもたちの指導に生かしていくというとこ

ろですが、確かに量が多いんです。物すごく。決して教員は読んでいないわけ

じゃないけれども、その先生の見立てがいっぱい書かれていて、いざ小学校に

入ってみたら、ここまで大変なのかなというラッキーな例もあるし、意外と就

学支援シートに書いていないお子さんが大変というところもあって、有効な材

料、子どもたちを見る上で大切なシートではあるんですけれども、そればっか

りでもないなというところで、何がいいのかなというところでよく教員と話す

ことがあります。  

     なので、直接保育園の先生とか、幼稚園の先生方と話をさせていただいて、子

どもたちの指導に生かしていくというのが有効なのかなというところがあり

ます。そんな感想を持ちました。  

（委員長）ありがとうございます。幼保小の連携等の関係。  

（Ｈ委員）皆さんの意見を聞きながら、まさにそうだそうだと思いながら聞いていたんで

すけれども、サポートファイルとかも現場のほうで、こういうのがありますよ

と、やっぱり保護者の方に言うと、やっぱり紙面というところもあって、ああ、

そうですかでやっぱり流れてしまうというところがあって、そこからもう一歩、

いいものだとすごい分かっているので、もう一歩プッシュしてというところま

で今いけていないなというのを感じたので、デジタル化とかも含めながら、ど

ういったのが保護者にとって一番有効なのかというのを考えていかなきゃい

けないなと思いました。  

（Ｉ委員）感想ですけれども、保護者も含めて、早期に療育の必要性に気づく、相談に自

分から繋がるというのはすごくいいと思いますし、就学前はこんなにサービス

がいっぱいあっていいなということは、それは心強く思いましたけれども、や

はり小、中学校に上がったところの支援がこちらの計画では見えずらく、教育

支援課、教育委員会側の計画と、こちらの計画とがリンクできるのかできない

のか、そこを確認したいと思いますし、重なるといいなと切実に思います。   

（委員長）ありがとうございました。  

（Ｊ委員）うちだけじゃないとは思いますけれども、先ほどから出ている就学支援シート

もそうですし、個別のファイルも、指導要録とか、そのほかに各小学校の先生

方と直接いろいろ情報共有をさせていただいているということを、つなげると

いう部分では各幼稚園は行っているかと思います。そこの部分が、先ほど言っ

たように同じような内容を一つにまとめてという、内容的には難しい部分はあ

るのかなとは思いますけれども、保護者がしっかり、保護者との信頼関係があ

る上でそういったものを次にとか、ほかのところにつなげるという部分の情報

共有が今後できるとスムーズかなというのは感じているところではございま



す。  

（委員長）ありがとうございました。  

（事務局）本日は活発なご意見ありがとうございました。時間も限られておりまして、あ

れも言いたかった、これも言いたかったという部分あろうかと思います。事務

局にメールをいただければ、次回、それを反映した資料なり、何なりをご提供

させていただきます。  

     次回は 9 月 12 日木曜日、3 階の 302 会議室になっております。次回はもう少

しぶら下がっている項目につきましてもご意見等をいただいていきたいと考

えております。ぜひよろしくお願いいたします。  

（委員長）今日は第 1 回目から白熱した議論になりまして、皆さん、熱い方々がお集まり

だということがよく分かりましたので、とても意義のある計画を立てられたら

いいかなと思います。  

（事務局）どうもありがとうございました。これにて終了とさせていただきます。本日は

どうもありがとうございました。  

                                      閉会 


